
R７特色ある服務倫理委員会の取組状況

南相馬市立上真野小学校

本校では、教職員一人一人が教育公務員としての自覚と責任をもって職務に当たる

ため、年１０回の服務倫理委員会を実施している。また、服務倫理委員会に毎年１回

は外部人材にも参加していただいている。本校では、保護者からの集金が多いことが

課題になっていることから、教職員が一丸となって公金の適正処理を含めた不祥事根

絶を目指すための工夫として、以下の取組を行っている。

１ 公金（保護者集金）処理の削減と工夫
業者からの学用品等の販売について、業務の削減

と不祥事の未然防止のため、販売斡旋のチラシ配付

を最小限にしている。配付の可否については、担任､

教務主任、管理職の三者で確認している。集金の際

は、集金開始から支払までの期間を３日以内とし、

必ず管理職が業者への入金まで確認している。

２ 服務倫理委員会に外部からの参加
本校では、年に一度、学校評議員（地区代表３名､

保護者代表１名）に服務倫理委員会が行う事例研修

に参加してもらい、外部人材ならではの率直な感想

や厳しい意見をいただいている。

３ 服務倫理委員会で学んだこと、感じたこ

とをフィードバック
服務倫理委員会では、チェックシートにチェック

を入れるだけでなく、今後の不祥事防止につながる

感想を書くことで自分事化を図っている。記入後は、

管理職が一人一人の記入内容を一覧にまとめ、回覧

することで共有化も図っている。

○ 教職員全体で、学校を通した学用品販売の必要性について再考するよい機会とな

り、不祥事防止だけでなく集金業務の削減につなげることができた。

○ 研究協議でいただいた学校評議員からの忌憚のない意見や感想を通して、教育公

務員としての自覚や使命感を再認識してもらうよい機会となった。

○ 自分以外の教職員の考えを共有することで、「チーム学校」として絶対に不祥事

を起こさないという自覚の強化につなげることができた。

● 研修をマンネリ化させないことが課題である。これからも不祥事を自分事として

捉えられるよう、管理職と服務倫理委員とで研修内容や持ち方を工夫していきたい。

学校評議員の方々


